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千葉市条例第  号 

千葉市美術館条例の一部を改正する条例 

 千葉市美術館条例（平成７年千葉市条例第３４号）の一部を次のよう

に改正する。 

 別表第１中 

「 

一般 ５００円 ４００円  

を 大学生・高校生 ３７０円 ２９０円 

中学生・小学生 ２５０円 ２００円 

                              」 

「 

一般 ５００円 ４００円  に 

                              」 

改め、同表に備考として次のように加える。 

備考 ２５歳以下の者は、常設展示の観覧利用料金は無料とする。 

   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の別表第１の規定は、令和２年７月１１日以

後の使用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る利用料

金については、なお従前の例による。 
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議 案 説 明 

  若い世代が広く芸術文化に接する機会及び場を拡大し、芸術文化の

振興を図るため、条例の一部を改正しようとするものであります。 

 


